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税・案内
　

４ 月のごみ収集日 収集日当日（午前８時３０分まで）に指定の集積場へ出してください。

ごみ収集のご案内　　混ぜればごみ 分ければ資源 資源を大切に

国民健康保険税（第１２期） 【問】税務課８２－３８０２
後期高齢者医療保険料（第９期）
　　　　　　　　　　　　　　　　　【問】住民課８２－３８０３
介護保険料（第１０期）　　　 【問】保健福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８６－１８００
水道使用料（３月分）　　 　　【問】水道課８３－９１０５
下水道使用料（３月分）　　  【問】水道課８３－９１０５
ＣＡＴＶ利用料＜インターネット含む＞（２月分）　 
              　 【問】京丹波町情報センター８８－５０００

今月の町税などの納期

３月３１日（木）納期限　

 夜間窓口開設について　午後５時１５分～８時

 税などの納付が夜間でも行えるように、次のとおり
夜間窓口を開設しています。

税務課　  ３月３１日（木）／４月２８日（木）
瑞穂支所  ３月３１日（木）／４月２８日（木）
和知支所  ３月２５日（金）／４月２２日（金）

【問】税務課　電話８２－３８０２

　 納税は納期限までに済ませましょう。納期限を過
ぎると、督促手数料および延滞金が加算されます。
　 なお、未納の税で納期限から一定期間経過した
ものについては、広域連合「京都地方税機構」にお
いて徴収業務を行います。

固定資産縦覧帳簿の縦覧と
課税台帳の閲覧について

平成２８年１月１日現在の土地・家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧ならびに固定資産課税台帳の閲覧を
下記のとおり行います。

◆日　程　縦覧：４月１日（金）～５月３１日（火）
　　　　　　　閲覧：通年
　　　　　　　＊土・日・祝日・年末年始は除く
◆時　間　午前８時３０分～正午、午後１時～５時
◆必要書類(下記のいずれかの書類)
　 ・平成２７年度納税通知書または課税明細書
　 ・所有者または納税義務者の本人確認ができる　
　 　もの（運転免許証など）
　 ※委任を受けられる場合は、個人・法人の委任状
　　 （要押印）と受任者の本人確認ができるものが
　　必要となります。
◆場　所　税務課、瑞穂支所、和知支所

【問】税務課　電話８２－３８０２

　平成２８年４月１日からごみの収集区分が次のと
おり変更になります。

丹波地区１
　 笹尾、中畑、辻村、中村、下村、鎌倉、西階、水戸、
　 新水戸、須知、蒲生野
丹波地区２
　 曽根、院内、幸野、森、塩田谷、安井、豊田、
　 上豊田、富田
丹波地区３
   市森、上野、蒲生、実勢、みのりが丘、
　 夕陽が丘（きじが丘）
丹波地区４
   グリーンハイツ
丹波地区５
   駅前、知野辺、白土、尾長野、蕨、黒瀬、上新田、
　下新田
瑞穂地区１
   中台、橋爪、和田、大朴、井尻、八田、小野、長谷、
　 坂井、水原、上大久保、下大久保、鎌谷下、
　 鎌谷中、鎌谷奥、東又
瑞穂地区２
　 井脇、保井谷、粟野、妙楽寺、質志、戸津川、猪鼻
瑞穂地区３
   水呑、三ノ宮、質美（全地区）
和知地区１
   大簾、広野、出野、稲次、安栖里、小畑、本庄
和知地区２
   中山、升谷、大倉、坂原、中、角、広瀬、才原
和知地区３
   市場、篠原、大迫、長瀬、塩谷、上乙見、下乙見、 
   西河内、下粟野、細谷、上粟野、仏主

【問】住民課　電話８２－３８０３

【ごみ収集の地域区分が変わります】

自動車税減免手続きのご案内

　京都府では、心身に障害のある方が地域で安心
して日常生活を送り、社会参加できるよう、一定の
要件に該当する場合に自動車税・自動車取得税の
減免を行っています。
　平成２８年度の減免対象者は、平成２８年４月１日
現在で一定の要件に該当される方です。すでに減
免を受けておられて継続のはがきを提出された方
は、変更のない場合は申請不要です。
　なお、平成２６年度の制度改正により、年度途中
で身体障害者手帳などの交付を受けた方には、随
時に申請受付（月割減免）を行っています。
詳細は、下記まで。

◆受付期間　４月１日（金）～５月３１日（火）
◆受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
◆受付場所　京都府南丹広域振興局税務室
　　　　　　　　　（亀岡市荒塚町１丁目４－１）

　　
　日 時：４月２０日（水）、５月２０日(金)　
　　　　　　午前９時～正午、午後１時～４時３０分
　場 所：京都府南丹広域振興局園部地域総務室
　　　　　　　（園部総合庁舎・南丹市園部町小山東町藤ノ木２１）
　　　

【問】京都府南丹広域振興局税務室　　　　　　
　　　　　　電話０７７１－２２－０３３０

臨時受付窓口の開設

４日（月）、７日（木）、１１日（月）、１４日（木）、１８日（月）、２１日（木）、２５日（月）、２８日（木）

４月の可燃ごみ(生ごみ)収集日

ペットボトル

紙パック
段ボール

せともの類
びん類
ガラス類
電池類

家電類
金属類

アルミ類 粗大ごみ 有害ごみ
*蛍光灯・鏡他

丹波地区１ ６日（水） ６日（水） ６日（水）

丹波地区２ ７日（木） ７日（木） ７日（木）

丹波地区３ ８日（金） ８日（金） ８日（金）

丹波地区４ １１日（月） １１日（月） １１日（月）

丹波地区５ １２日（火） １２日（火） １２日（火）

瑞穂地区１ １日（金） １日（金） １日（金）

瑞穂地区２ ４日（月） ４日（月） ４日（月）

瑞穂地区３ ５日（火） ５日（火） ５日（火）

和知地区１ ― ― ―

和知地区２ ― ― ―

和知地区３ ― ― ―

１２日（火） ２６日（火） ２０日（水） ５日（火） １１日（月）

１２日（火） ２６日（火） ２０日（水） ２０日（水） １１日（月）

１５日（金） ２８日（木） １３日（水） ７日（木） ８日（金）

ビニール類

１５日（金） ２８日（木） １３日（水） １９日（火） ８日（金）
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○診察受付時間は、午前８時３０分～１１時３０分までです。

　　（自動再来受付機は午前７時から利用できます）

○診察時間は、午前９時からです。（内科予約診察、皮膚科、第２火曜日の精神神経科、

　 肛門外科を除く） 

○内科予約診察は、原則として診察時に次回予約となりますので、医師にご相談ください。 

○皮膚科の受付時間は、第２・第４金曜日の午後１時～３時３０分までです。必ず受付機を

　とおしてください。

○第２火曜日の精神神経科の受付時間は、午後１時～２時３０分までです。必ず受付機を

　 とおしてください。 

○診察受付時間は、午前８時３０分～１１時３０分までです。

　　(診察順番表は午前７時から記入できます）

○診察時間は、午前９時からです。　（午後および夜間の診察時間は除く）

○金曜日の整形外科診察は９時３０分からです。　

○木曜日の夜間診察（内科）の受付時間は、午後５時～６時３０分までです。 
  

○診察時間は、午前９時～正午、午後１時～４時３０分までです。
○原則予約診察になりますので、事前に電話連絡をお願いします。

各医療施設の敷地内は全面禁煙となっています。
ご理解とご協力をお願いいたします。

電話８４－１１５４　所長：舟木　健　【国保京丹波町病院和知歯科診療所】

電話８４－１１１２　所長：庄林　智　副所長：仲村　司　【国保京丹波町病院和知診療所】

【国保京丹波町病院】 電話８６－０５８６　所長：佐藤秀一郎　【国保京丹波町病院質美診療所】

町立医療施設の診療体制　　

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

歯科 舟木 健 担当医 三浦博人 担当医 
舟木 健 

三浦博人 
担当医 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

内科（午前） 仲村 司 樋口雄亮 北川功幸 仲村 司 仲村 司 

内科（午後） 
土井たかし 

（14:00-16:30） 
（休診） （休診） （休診） （休診） 

外科 庄林 智 庄林 智 （休診） 庄林 智 （休診） 

整形外科 （休診） （休診） （休診） （休診） 
乾堅太郎 

（9:30-12:00) 

夜間診察 （休診） （休診） （休診） 
垣田秀治 

（17:30-19:00） 
（休診） 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

医  師 

（休診） 

仲村 司（内科） 

（休診） 

佐藤秀一郎（外科） 

（休診） 
診察時間 13:30-16:00 13:30-16:00 

受付時間 13:00-15:30 13:00-15:30 

電話８６－０２２０　　院長：前田武昌　副院長：垣田秀治

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日    

内科１診 細見泰生 岩井直人 妹尾高宏 茎田祐司 茎田祐司  仲村司  垣田秀治  
（第１・３週）（第２・５週） 

藤井渉 
（第４週） 内科２診 垣田秀治 垣田秀治 細見泰生 横井大祐 角谷慶人 

内科予約診察 

（13:00-15:30） 
林 靖彦 林 靖彦 角谷慶人 垣田秀治 垣田秀治 （休診） 

外科 前田武昌 前田武昌 担当医 佐藤秀一郎 担当医 （休診） 

整形外科 小藤和孝 (休診） （休診） （休診） 市丸昌平 （休診） 

小児科 冨井敏宏 茂原慶一 

細井 創 

（第２・４週） 

伊藤育世 

（第１・３・５週） 

奥村能城 中島久和 阪上智俊 

小児科 

（予防接種） 
(休診） (休診）  

森元英周 
（予防接種専用） 
（13:00-15:00） 

(休診） (休診） 

皮膚科 

（毎月第２･４金曜日） 
（休診） （休診） （休診） （休診） 

浅井 純 

（15:00-16:30） 
（休診） 

肛門外科（予約制） 

（毎月第３月曜日） 

外科担当医師 

（13:00-15:30） 
（休診） （休診） （休診） （休診） （休診） 

精神神経科（物忘れ外来） 

（毎月第 2火曜日・土曜日） 
（休診） 

石川雅裕 
（13:30-15:30） 

（休診） （休診） （休診） 石川雅裕 

末松正也

（予防接種専用）
（13:30-15：30）

狂犬病予防集合注射
  を実施します　４月８日～

本町では、(公社)京都府獣医師会のご協力によ
り、下記のとおり狂犬病予防の集合注射を実施しま
す。当日は、手数料と問診票（案内チラシの裏面）
をご持参ください。

狂犬病予防法により、生後９１日以上の飼い犬は
年に一度、狂犬病予防注射を受けなければなりま
せん。集合注射を受けられない場合は、お近くの動
物病院で受けてください。

◆日程（いずれの地区・会場でも可）　
　　丹波地区：４月８日（金）、１１日（月）、１２日（火）
　　瑞穂地区：４月１４日（木）、１５日（金）、１８日（月）
　　和知地区：４月１９日（火）、２１日（木）
　　＊地区・会場ごとの詳しい日程については、別途
　　　 全戸配布するチラシ「平成２８年度狂犬病予防
       集合注射のご案内」でご確認ください。
◆手数料　登録犬：３，２００円（注射代）
　　　　　　　未登録犬：６，２００円
　　　　　　　（注射代３，２００円・登録代３，０００円）

【問】住民課　電話８２－３８０３

京都動物愛護センターで保護されている犬や
猫の新しい飼主さん（里親さん）になりませんか

　京都動物愛護センターでは、保護されている犬や
猫の新しい飼主さんになっていただく方を募集して
います。
　健康状態や性格などにより譲渡適性と判断された
犬や猫が譲渡対象となります。
　なお、命ある動物をお譲りし、終生飼っていただき
ますので、里親さんの条件・審査もあります。
　犬や猫の譲渡を希望される方は、下記までお問い
合せください。

【問】京都動物愛護センター
　　　　 　 京都市南区上鳥羽仏現寺町
　　　　　　電話０７５－６７１－０３３６
　　　　　休所日：毎週木曜日（木曜日が祝日の場合、
　　　　　　　　　　その翌日）、年末年始

下記のとおり、軽自動車税の減免申請を受け付け
ます。期限を過ぎた場合、減免を受けることはできま
せんので、ご注意ください。

◆受付期間　 ４月１日（金）～２５日（月）
◆心身に障害のある方が使用する軽自動車
　　減免を受けることができる方は、身体障害者手
　帳、戦傷病者手帳、療育手帳（Ａ）、精神障害者
　保健福祉手帳（１級）をお持ちの方（障害の区分
　や級により減免が認められない場合があります）
　で手帳所持者１人につき１台に限ります。対象と
　なる軽自動車は下記のとおりですが、自動車税
　（府税）の減免を受けられる場合は、重複して申請
　できません。
　・障害者本人が運転する自動車
　・障害者と生計を一にする方が、主に障害者のため
　 に運転する自動車
　・障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介
　  護する方が、主に障害者のために運転する自動車
◆公益のために使用する軽自動車
　　対象は、公益法人が公益のために専用する軽
   自動車、社会福祉法人が社会福祉事業のため
   に専用する軽自動車です。
◆電気自動車
　　対象は、電気を動力源とする軽自動車です。本   
　町では、環境にやさしい地域づくりに寄与するた
　め、平成２２年度から１０年間、電気自動車に対す
　る軽自動車税を減免します。

【問】税務課　電話８２－３８０２

軽自動車税減免手続きのご案内

国民健康保険税の暫定通知を
お送りします

４月中旬に「国民健康保険税暫定通知」をお送り
し、平成２８年度国民健康保険税第１～３期分をお
知らせします。第１～３期分は、平成２７年度国民健
康保険税を基に計算（仮算定）した額です。

国民健康保険税を年金からの引き落とし（特別
徴収）で納めている方には「仮徴収のお知らせ」を
お送りし、４・６・８月の納付額（仮徴収）をお知らせ
します。４・６・８月の納付額は、平成２８年２月の納
付額と同額です。

平成２７年分所得等が確定した後、７月に年税額
を計算（本算定）し、仮算定・仮徴収額を差し引い
た残額を以降の納期で納めていただきます。なお、
国民健康保険税は、世帯主に課税されます。

　

【問】税務課　電話８２－３８０２

町税などの支払いは
口座振替をご利用ください

町税・国民健康保険税・水道料金などのお支払
いは、安全・便利で確実な口座振替をご利用くださ
い。口座振替は、指定預貯金口座から納期限ごと
に自動的に振替納付する方法です。一度口座振
替の手続きをされますと、お忙しい方は払い込み
に行く手間が省け、うっかり納め忘れがありません。

口座振替を利用する場合は、申込書（役場の各
窓口・町内金融機関に配置）をご記入の上、希望
する金融機関へ直接提出してください。
◆口座振替が利用できる金融機関　
　　　京都銀行、京都信用金庫、ゆうちょ銀行、
　　　京都北都信用金庫、京都農業協同組合

【問】税務課　電話８２－３８０２
　　　

都合により医師や診療内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
３月３１日までの診療体制です。４月１日以降は、各医療機関にお問い合わせください。
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介護保険料「仮徴収のお知らせ」
の廃止について
介護保険料について、平成２７年度から継続して

平成２８年度も特別徴収（年金天引き）の対象となる
方は、４月・６月・８月の年金支給月に前年度２月分
と同額の保険料を仮徴収しています。

これまで、対象者の方には仮徴収分のみの金額
を記載した「仮徴収のお知らせ」を４月に送付して
おりましたが、６月に仮徴収分も含めた年間の保険
料額確定後の納入通知書などを送付しますので、
平成２８年度より「仮徴収のお知らせ」は廃止いたし
ます。

※新たに仮徴収の対象となられる方には、「仮徴
収のお知らせ」を送付します。なお、１０月以降の特
別徴収額の大幅な増減を緩和するために、６月・８
月の特別徴収額を変更する場合があります。その
際は、５月中に通知します。

　

【問】保健福祉課　電話８６－１８００

国民健康保険加入者の皆さまへ

こんなときは届出が必要です

　国民健康保険に加入したり、脱退したりするとき
は、１４日以内に届出が必要となります。
　平成２８年１月からマイナンバー（個人番号）の利
用が開始されたことに伴い、手続きをする際には、
マイナンバーの記載が必要です。手続きの際には、
以下の必要なものとあわせて、申請者の本人確認
ができるもの（運転免許証、パスポートなど）と世帯
主および手続きの対象となる方のマイナンバーを
確認できるもの（個人番号カード、通知カードなど）
をお持ちください。

【国保に加入するとき】

　*資格の取得日は、届出日ではなく、異動のあった日になります。

【国保から脱退するとき】

届出が遅れた場合は
　保険税は資格取得日から課税されますが、加入
の届出をするまでに受診した医療費については、
届出ができなかった特別な理由がない限り、保険の
給付を受けることはできません。
　また、他の保険に加入したのに届出が遅れ、国民
健康保険を使って医療機関の診療を受けてしまう
と、医療費のうち国保の負担分を返還していただく
ことになります。

【問】住民課　電話８２－３８０３
　　　

こんなとき 手続きに必要なもの 

他の市区町村から転入し

たとき 
転出証明書、印かん 

勤務先の健康保険を脱

退したとき、または、扶養

家族ではなくなったとき 

勤務先の健康保険を

脱退した証明書、印かん 

生活保護を受けなくなっ

たとき 

保護廃止決定通知書、

印かん 

こんなとき 手続きに必要なもの 

他の市区町村へ転出す

るとき 
保険証、印かん 

勤務先の健康保険に加

入したとき、または、扶養

家族になったとき 

保険証と加入した勤務

先の健康保険証、印

かん 

死亡したとき 保険証、印かん 

生活保護を受けるように

なったとき 

保護開始決定通知書、

保険証、印かん  

お気軽にご相談ください
戦没者遺族相談員

戦没者の方々の恩給や年金・弔慰金の受給、生活
の困りごとなどの相談について、厚生労働大臣から
委託を受けた相談員が応じます。お気軽にご相談く
ださい。

【京丹波町地区担当相談員】
　◆氏　名　前田　正（八田）
　◆電　話　８６－１５９５
　◆主な業務内容
　・戦没者遺族に係る各種年金、弔慰金や給付金
　  などの受給に関する相談に応じ、必要な助言を
　　行います。
　・戦没者の生活上の問題に関する相談に応じ、必
　 要な助言を行います。
　◆委託期間
　 平成２７年１０月１日から平成２９年９月３０日まで

【問】保健福祉課　電話８６-１８００

　　４月６日（水）～４月１５日（金）

　　税制改正に伴い、平成２８年度から軽自動車税が次のとおり変わります。

①原付や農耕作業用などの車両
　 　 原付、１２５ｃｃ以上の二輪および小型特殊自動車（農耕作業用など）の税額は、平成２８年度から全車両
　 を対象に次のとおりとなります。

②三輪および四輪以上の車両
　　 三輪および四輪以上の軽自動車については、平成２７年４月１日以降に新車登録する（車検証の初度検査
　年月が平成２７年４月以降の）車両から新税率が適用されます。また、経年車重課が取り入れられ、新車登録
　から１３年を経過した車両（電気自動車、被けん引車などは除く）を対象に適用されます。

※平成２８年度については、特定の基準を満たした環境負荷の小さい車を対象にグリーン化特例制度が適用
   され、新規登録した翌年度分の軽自動車税が軽減されます。（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま
　 での間に新たに登録された車が対象）
※軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます。軽自動車税に月割課税の制度はなく、４月２日以降
　 に廃車や名義変更の手続きをした場合でも１年分の税金を納めていただきます。廃車などの手続きは必ず
　 ４月１日までに行ってください。

詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。

【問】税務課　電話８２－３８０２
　　　　　　　　　

平成２８年度から　軽自動車税が大きく変わります

現行 改正後
標準税率 標準税率

平成２７年度まで 平成２８年度から

50ｃｃ以下 1,000円　 2,000円　

50ｃｃ超～90ｃｃ以下 1,200円　 2,000円　

90ｃｃ超～125ｃｃ以下 1,600円　 2,400円　

ミニカー 2,500円　 3,700円　

2,400円　 3,600円　

4,000円　 6,000円　

2,400円　 3,600円　

農耕作業用 1,600円　 2,400円　

その他 4,700円　 5,900円　

区　　　　　分

原動機付
自転車

軽二輪（125ｃｃ超～250ｃｃ以下）

小型二輪（250ｃｃ超）

小型特殊
自動車

専ら雪上を走行するもの

重課税率
平成27年3月31日
までの登録車

平成27年4月1日
以降の登録車

登録後13年を
経過した車

3,100円　 3,900円　 4,600円　

営業用 5,500円　 6,900円　 8,200円　

自家用 7,200円　 10,800円　 12,900円　

営業用 3,000円　 3,800円　 4,500円　

自家用 4,000円　 5,000円　 6,000円　

区　　　分

軽
自
動
車

標準税率

三輪

四輪
以上

乗用

貨物

　無事故への　スタートライン　停止線

春の全国交通安全運動

〈運動の重点〉　◆運動の基本 子どもと高齢者の交通事故防止
　　　　　　　　◇ 自転車の安全利用の促進　　◇ 飲酒運転の根絶
　　　　　　　　◇ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの
　　　　　　　　　 正しい着用の徹底
　　　　　　　　◇ 歩行者の安全な通行の徹底　◇ 二輪の事故防止

〈スローガン〉



広報京丹波お知らせ版３月号④　№１２５

【問い合わせ・申込先】

　はがき、ＦＡＸ、メールで、住所、氏名、年齢、電話

番号、教室名を記入の上、申し込みください。

　 丹波自然運動公園

　　〒622-0232京丹波町曽根

　 　　電話８２－０５６０　ＦＡＸ８２－０４８０

  　　 E-mail：kouen@kyoto-tanbapark.or.jp

【３月、４月のレディーススポーツデー】
　◆日　時　３月２３日、３０日／４月６日

　　　　　　　　　*いずれも水曜日

　　　　　　　　午前９時３０分～１１時３０分　

　◆内　容　健康体操、軽スポーツ

　◆対　象　１８歳以上の女性の方

 ◆参加料　３００円 　＊当日受付

【４月のスポーツデー】
　◆日　程　４月１２日（火）
　◆内　容　
　　 午後１時３０分～３時３０分　 障害者スポーツの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つどい （無料）
　　 午後６時～９時　スポーツを楽しむ日（４００円)

【４月のグラウンド・ゴルフのつどい】
　◆日　時　４月８日、１５日、２２日
　　　　　　　　午前９時～１１時４５分  *いずれも金曜日
 　　　　　　　 *雨天時は中止の場合あり
　◆内　容　グラウンド・ゴルフを楽しむ
　◆対　象　どなたでも
　◆参加料　３００円　*当日受付

【３月、４月のエンジョイテニス】
　◆日　程　３月２３日、３０日／４月６日、１３日、２７日
　　　　　　　　午後１時３０分～５時　*いずれも水曜日
　◆対　象　１８歳以上の方
　◆参加費　３００円　*当日受付

自然文化事業

各種スポーツ・体験教室の
のご案内 丹波自然運動公園

スポーツ事業
【テニス大会】*定員男女別ダブルス／各３２組
　◆日　時　４月２０日（水）　午前９時～午後４時
　◆対　象　１８歳以上の方
 ◆参加費　１，０００円（１ペア）
 ◆申込期間　３月２０日（日）～４月１３日（水）

【４月の太極拳教室】
　◆日　時　４月８日、２２日　*いずれも金曜日
　　　　　　　　午後２時～４時　
　◆内　容　太極拳の基礎を学ぶ　*当日受付
　◆対　象　どなたでも ／◆参加費　５００円

スポーツ・文化

イベント

【丹波公園はるまつり】
　◆日　時　４月１０日（日）　午前１０時～午後４時
 ◆内　容　ステージコーナー、ゲームコーナー、
　　　　　　　　お楽しみコーナー、ワークショップ、
　　　　　　　　特設売店など

【森のバザール】
　◆日　時　４月１０日（日）午前１０時～午後４時
　◆内　容　緑豊かな空間の中で手づくり品などの
　　　　　　　　展示・販売します。

◆採用予定時期　平成２８年１０月
◆試験日（第一次試験）５月１５日（日）
◆募集内容　
　 船舶運航システム課程(航海・機関・主計コース)
   の学生。
   卒業後は海上保安官として巡視船等に勤務。
◆採用予定者数　未定　
　 ※現在未定のため、確定次第連絡いたします。
◆受験資格
　・平成２８年４月１日現在で高校または中等教育
　 学校を卒業後６年を経過しない者
　・平成２８年９月までに高校または中等教育学校
　 を卒業見込みの者
◆申込期間
　　インターネット　４月１日（金）～８日（金）
　　郵送・持参　　  ４月１日（金）～５日（火）

【問】舞鶴海上保安部管理課
 　　　　　 電話０７７３-７６-４１２０

海上保安学校学生採用試験

　シニアや高齢者の「学ぶ・活動する意欲」に応え、
学びながら活動参加へのきっかけを見つけるととも
に、学んだことを活かして地域で活動していただく
ための講座です。いきいきとした人生を送るためぜ
ひご参加ください。

◆資　格　概ね５０歳以上の方で地域活動と生涯
　　　　　　　 学習に関心のある方
◆期　間　４月１５日（金）～６月１７日（金）
　　　　　　　 午前１０時～正午
　　　　　　　 *概ね週１回、午後終了もあり
◆内　容　自然環境・エコ講座（全７回）
　　　 　　　　地元企画によるバス研修もあり
◆会　場　南丹市八木支所３階防災ホール
◆定　員　３０人　／◆受講料　７，０００円
◆申込期限　３月３１日（木）

【問】公益財団法人京都SKYセンター
　　　  　　電話０７５－２４１－０２２６

京都ＳＫＹシニア大学　短期講座　
南丹会場　受講生募集

ＪＩＣＡボランティアは、技術や経験を活かし、開発途
上国の人々と共に生活し、相互理解を図りながら行
う海外でのボランティア活動です。

◆応募資格
　 青年海外協力隊
　　　２０歳～３９歳の日本国籍を有する方
　 シニア海外ボランティア
　  　４０歳～６９歳の日本国籍を有する方
◆募集期間　４月１日（金）～５月９日（月）
　　　　　　　　　*消印有効

　【問】独立行政法人国際協力機構
ＪＩＣＡ関西国際センター

　　　　　 電話：０７８－２６１－０３５２
　　　　　 ＨＰ：http://www.jica.go.jp

ＪＩＣＡボランティア募集

求人情報
　このコーナーは、町の雇用対策の一環として、町
内事業所などから情報提供のあったものを掲載し
ています。詳しい内容は担当までお問い合わせく
ださい。

求人者：グランベール京都ゴルフ倶楽部
　　　　　（実勢上ノ谷４―１）
　　　　　電話８２－２１５０／担当：石川・藤田

職　種 リネン業務
賃　金 810円～

就労日数 週１～３日程度
就労時間 ７時～１８時の３時間から６時間程度

職　種 ポーター業務
賃　金 810円～

就労日数 週１～３日程度
就労時間 ７時～１８時の３時間から６時間程度

職　種 キャディ業務
賃　金 1ラウンド9,000円

就労日数 週１～３日程度
就労時間 ７時～１８時の６時間程度

職　種 レストラン業務
賃　金 810円～

就労日数
週１～３日程度
土日祝 優遇

就労時間 ７時～１８時の３時間から６時間程度

【４月のエンジョイテニス（夜の部）】
　◆日　時　４月４日、１８日　  *いずれも月曜日
　　　　　　　　午後６時～９時　　*当日受付
　◆対　象　１８歳以上の方　／◆参加料　４００円　

【摘み菜教室】*定員３０人
　◆日　程　４月１７日（日）
　　　　　　　　午前１０時～午後３時
　◆内　容 「伝えよう　七草摘みの知恵―春」
　　　　　　　　講師：摘み菜を伝える会
　　　　　　　　摘み菜を摘み、調理し、味わい、学ぶ。
　　　　　　　　自然に親しむ教室です。
　◆対　象　どなたでも
　◆参加費　２，０００円（昼食込）
　◆申込期限　４月１４日（木）

【天文教室】*定員５０人
　◆日　時　４月２３日（土）午後７時～９時ごろ
　◆内　容　月・木星・春の星座など観望
　◆対　象　小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
　◆参加料　３００円
　◆申込期限　４月２２日（金）

試験・募集

    

＊説明会などは随時行っております。

　　　自衛官を募集します

＜受付・問い合わせ先＞　

　自衛隊亀岡募集案内所　
　　 　亀岡市古世町西内坪３４－２６　　　　　　　
　　　　　　電話０７７１－２４－４１７０
　京都地方協力本部ホームページ「自衛隊京都」で検索

受付締切 第１次試験期日 資格

一般
（大卒程度）

２０歳以上２６歳未満の者（２２
歳未満の者は大卒（見込
含）、修士課程修了者など
（見込含）は２８歳未満）

一般
（院卒者）

修士課程修了者など（見込
含）で２０歳以上２８歳未満の
者

一般 １８歳以上３４歳未満の者

技能

１８歳以上で国家免許資格な
どを有する者（上限年齢は資
格により５３歳未満～５５歳未
満）

自衛官候補生 男子
年間を通じ
て受付

受付時にお知
らせします

１８歳以上２７歳未満の男子

募集種目

幹部候補生 ５月６日
５月１４・１５日
（１５日は飛行
要員のみ）

予備自衛官補 ４月８日
４月１５日～１９
日（いずれか
１日を指定）

広　告

お知らせ版で会社・お店をPRしませんか

有 料 広 告 募 集 中
広告枠　縦５ｃｍ×横８ｃｍ
掲載料　１回あたり５，０００円
※申し込みは随時受け付けています。希望月の
　 前月１０日までにお申し込みください。詳しくは
　 下記まで。

【問】企画政策課　電話８２－３８０１
　　　　　

お知らせ版で会社・お店をPRしませんか

有 料 広 告 募 集 中
広告枠　縦５ｃｍ×横８ｃｍ
掲載料　１回あたり５，０００円
※申し込みは随時受け付けています。希望月の
　 前月１０日までにお申し込みください。詳しくは
　 下記まで。

【問】企画政策課　電話８２－３８０１
　　　　　



  

広報京丹波お知らせ版３月号⑤　№１２５

広　告

どなたでも、どんなことでも

　　   こころの健康相談

眠れない、イライラしている、「うつ」かなと心配し
ている、人間関係で悩んでいる、仕事がうまくいか
ないなど、どなたでも、どんなことでもお気軽にご相
談ください。　　

◆日　時　４月１４日、２８日　いずれも木曜日
　　　　　　　午前９時３０分～午後０時３０分
◆場　所　瑞穂保健福祉センター１階　相談室
◆相談員　もみじケ丘病院　精神保健福祉士　　
※ 相談は無料で、秘密は厳守します。

【問い合わせ・予約先】
　　　保健福祉課　電話８６－１８００　

要予約

相　　談

　消費生活専門相談員による

　　　消費生活相談

消費生活に関する相談(商品の契約トラブル、ク
ーリングオフの方法、販売業者とのトラブル、借金問
題など）を消費生活専門相談員がお受けします。  　
電話相談のほか、面談相談（要予約）もできます。　 

◆日　時　４月６日、７日、１３日、１４日、２０日、
　　　　　　　２１日、２７日、２８日（各水・木曜日）
　　　　　　　午前９時３０分～午後４時　　　
◆相談窓口　役場住民課　　
【問い合わせ・電話相談窓口】
　　  住民課　電話８２－３８０３　

◆日 時　４月２日、９日、１６日、２３日、３０日
　　　　　　午後１時～４時　　*いずれも土曜日
◆場 所　道の駅「丹波マーケス」コミュニティホール
◆内 容　登記・法律・多重債務の相談（無料）

【問】京都司法書士会総合相談センター　
　　　　　　電話０７５－２５５－２５６６

総合相談センター「みちしるべ」
―京都司法書士会の法律相談

        自殺のない社会へ
    まずは相談してみませんか

　誰もが「心の健康」を損なう可能性があります。
　「悩み」は一人で抱え込まず、誰かに聞いてもらう
ことが大切です。

◆こころの健康相談統一ダイヤル

　　月～金曜日　午前９時～午後８時

　　　電話０５７０－０６４－５５６
◆京都府自殺ストップセンター

　　月～金曜日　午前９時～午後８時

　　　*面接は午前９時～午後５時

　　　電話０１２０－５５６－０９７（無料）

　　　ＬＩＮＥ相談電話０５７０－７８３－７９７（有料）

　　　*ＬＩＮＥ相談電話の相談時間は、月～金曜日の

　　　 午前９時～午後４時３０分

◆京都いのちの電話（年中無休、２４時間対応）

　　　電話０７５－８６４－４３４３　

◆京都自死・自殺相談センター　sotto

　　金・土曜日　午後７時～翌日午前５時３０分

　　　電話０７５－３６５－１６１６

◆よりそいホットライン

　　年中無休　２４時間対応

　　　電話０１２０－２７９－３３８

図書室だより
◆開館日・開館時間

※ただし、祝日の場合は閉館となります。　　

◆貸出冊数 １人５冊まで／◆貸出期間 ２週間
 

【問】① 電話８２－０９８８
　　　 　② 電話８４－２０８１　       
          ③ 電話８６－０２５２　    
          ④～⑥ 電話８６－１１５０（教育委員会瑞穂分室）

図書室名 開館曜日 開館時間

①町中央公民館

②和知ふれあいセンター

月・金曜日 １５：００～１７：００
水曜日 １４：００～１７：００

第２・第４土曜日 １３：００～１７：００

④梅田公民館
　（梅田振興センター）

⑤三ノ宮公民館
　（三ノ宮基幹集落センター）

⑥質美公民館
　（質美振興センター）

　９：００～１７：００
※正午から１時間は休憩時間

火～土曜日

第２・第４
火曜日・土曜日

１３：００～１７：００

※⑥の第２・第４火曜日は
  １３：３０～１７：３０

③山村開発センターみずほ

男性会員急募集！
○男女共に入会金 ・ 月々の会費は無料。

○成婚コースとお付き合いコースがあります。

結婚相談センター「みのり会」

事務所　　京丹波町実勢折戸１－１３
代　表　加藤　明 （元教員）　電話 （８２） ２６２１

○詳細はホームページをご覧ください。

次の用語でご検索を！ 結婚相談センターみのり会

※資料請求はホームページや直接お電話で承ります。

夜間、お子さんの急な病気に困ったら・・

「小児救急電話相談」のお知らせ

◆相談時間　午後７時～翌朝８時　＊年中無休
　　　　　　　　　　（土曜日は午後３時～翌朝８時）
◆電　　話　♯８０００　（全国統一番号）

＊回線は１本です。通話中のときはかけ直してください。
＊ＰＨＳや公衆電話、またはつながりにくい場合は、
　 電話０７５－６６１－５５９６にかけてください。
　

◆日 時　４月６日（水）　午前９時～正午
◆場 所　町中央公民館
◆内 容　権利義務や事実証明、許認可手続きなど
　　　　　　に関する無料相談
◆対応者　京都府行政書士会第３支部所属行政書士

※相談料は無料（事前予約制）ご予約は下記まで

【問】京都府行政書士会第３支部（山下）　
　　　　　　電話８８－５０７７

       くらしの何でも相談
―京都府行政書士会第３支部（京丹波町地区）

  

４月

【催しのご案内】
　◆陽春の山野草展　３月２６日（土）～４月３日（日）
　◆はるいろさくらまつり　４月２日（土）・３日（日）
　◆日本桜草と山野草展　４月９日（土）～１７日（日）
　◆山野草展示即売　　４月２４日（日）～２９日（金）

【園内見ごろ情報】
　 アセビ・イワウチワ・オオイワカガミ・キンポウゲ・スミレ・
　 ツバキ・サクラ・シャクナゲ・シュンランなど。たくさん
   の花が咲き出す季節になりました。

自然との共生を感じる森

わち山野草の森のご案内

シュンラン
　ラン科シュンラン属の多年草。
　日本全土・中国にもみられる常緑の植物で低山
の乾いた林の中で生育する植物です。
　春に咲くランということでこの名前がついたとされ
ます。また、ジジババやほくろの呼び名もあります。
　花が大きくきれいなので観賞用に栽培され、愛好
家も多いです。花の形、色、斑入りなどの種類もあ
ります。中国春蘭には芳香がありますが、日本春蘭
にはありません。

【山野草の紹介】

【施設の概要】
　開園時間：午前９時～午後５時　*入園は午後４時まで
　休 園 日：毎週火曜日
　入 園 料 ：大人３１０円　子ども２１０円
　　　　　　　　*管理棟および温室は無料です。

※花苗・山野草苗の販売、寄せ植え・苔玉などの体
験教室などもできます。（体験教室は要予約）
　

【問】わち山野草の森事務局　電話８４－２０４１

    

　伝統芸能常設館
　定期公演のご案内

　 道の駅「和」道路情報センター「伝統芸能常設館」

の定期公演、展示などについてご案内します。

 定期公演・発表会　　

 ■３月２６日（土）　　開演：午後１時３０分

 【伝統芸能】和知人形浄瑠璃会

 【文化サークル】神心流吟と舞和知教室、

　　　　　　　　大正琴同好会出野教室、

　　　　　　　　かつみ会、苑の会、

　　　　　　　　　　　　なみすい・京丹波吹奏楽団

 ■４月２３日（土）　　開演：午後１時３０分

 　*内容は決定次第お知らせします。

※都合により公演や展示内容などを変更する

　　場合があります。予めご了承ください。

【問】道の駅「和」道路情報センター　

　　　　　　電話８４－１００８

 ■３月　三木佳子押花教室　押花展

 ■４月　安部利長　　　　　　　写真展

展示コーナー

和知人形浄瑠璃

年金など相談会を開催します
■日時 ４月１４日、 ５月２０日、 ６月１７日
　　　　　１３時～１６時まで　* いずれも金曜日
■場所 道の駅 「丹波マーケス」 コミュニティホール
■内容 年金定期便の見方、 障害年金の請求
　　　　  老齢 ・ 遺族年金の請求、 助成金請求など

平尾社会保険労務士事務所　平尾　豪
亀岡市西つつじケ丘霧島台２丁目１０－９

電話０７７１－２４－７３０４

相談料は無料 （事前予約制） ご予約は下記まで



４月の健康カレンダー
日(Sun) 木(Thu)水(Wed)月(Mon) 火(Tue) 金(Fri) 土(Sat)

広報京丹波お知らせ版３月号⑥　№１２５　平成２８年３月１７日発行

◆子育て支援センター開放日　　　　
　　毎週火・水・金曜日　午前９時３０分～午後２時３０分
　　場所：町生涯学習センター２階
　　　　　　　＊育児相談は随時受け付けています。

◆園庭開放日　
　　毎週土曜日　午前９時～正午

◆たんぽぽ広場（はじめまして会）
　日時：４月１５日(金）　午前１０時～１１時３０分　
　場所：生涯学習センター２階
　内容：自己紹介、ふれあい遊び　など
　持ち物：お茶　など

◆にこにこひろば
　（京丹波町子育て支援センター交流会）
　日時：４月２７日（水）午前１０時～１１時３０分
　場所：丹波自然運動公園　*現地集合・現地解散
　内容：丹波自然運動公園で遊ぼう
　持ち物：お茶・タオル・着替え・帽子　など

【問】上豊田保育所　電話８２－２０５６

◆あおぞら広場
　　毎週月･水･金曜日　午前９時～午後２時
　　場所：瑞穂子育て支援センタールーム
　　　　　　＊育児相談は随時受け付けています。
　

◆園庭開放日　
    毎週土曜日 午前９時～正午

◆リトルほいくえん
　（はじめましてよろしくね！）
　日時：４月１５日（金）午前１０時～１１時３０分
　場所：瑞穂子育て支援センタールーム
　持ち物：お茶　など

◆にこにこひろば
　（京丹波町子育て支援センター交流会）
　日時：４月２７日（水）午前１０時～１１時３０分
　場所：丹波自然運動公園　*現地集合・現地解散
　内容：丹波自然運動公園で遊ぼう
　持ち物：お茶・タオル・着替え・帽子　など　

【問】みずほ保育所　電話８６－０５７４

◆ちびっ子の集い　
　　毎週月・火・木曜日 午前９時３０分～午後２時３０分
　　   場所：わちエンジェルちびっこルーム
　　　　　　＊育児相談は随時受け付けています。

◆園庭開放日　
　　　毎週水曜日　午前９時３０分～午後２時３０分

◆ちびっ子広場
　（はじめましてのごあいさつ）
日時：４月１５日（金）午前１０時～１１時３０分
場所：わちエンジェル支援ルーム
持ち物：お茶　など

◆にこにこひろば
　（京丹波町子育て支援センター交流会）
　日時：４月２７日（水）午前１０時～１１時３０分
　場所：丹波自然運動公園　*現地集合・現地解散
　内容：丹波自然運動公園で遊ぼう
　持ち物：お茶・タオル・着替え・帽子　など

【問】わちエンジェル 電話８４－１９２０

こころの健康相談(要予約)

 9:30～瑞穂保健福祉セ
障害者就労支援相談
13:00～瑞穂保健福祉セ

障害者相談の日
 9:00～和知高齢者

　　　　　　　 コミュニティセ

障害者相談の日

9:00～瑞穂保健福祉セ

リフレッシュ体操教室
13:30～町健康管理セ

障害者相談の日
9:00～町健康管理セ

リフレッシュ体操教室

13:30～町健康管理セ

こころの健康相談(要予約)

 9:30～瑞穂保健福祉セ

障害者就労支援相談
13:00～和知高齢者

　　　　　　　 コミュニティセ

　子育て支援センターから　　
　お休みのお知らせ
　 

　丹波・瑞穂・和知子育て支援センターは、
　３月２３日（水)～４月７日(木)までお休みします。

※お子様のことで気になることなどがあれば、お気軽

　 に子育て支援課までお問い合わせください。

【問】子育て支援課　電話８２－１３９４

◆発達相談（予約制・無料）
すくすく相談（作業療法士）　４月　８日（金）午後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２２日（金）午後

たんぽぽ相談（臨床心理士）    月２回 午前・午後

*日時は、子育て支援課へお問い合わせください。

 ４月の発達支援事業

夜間、お子さんの急な病気に困ったら・・

「小児救急電話相談」のお知らせ

◆相談時間　午後７時～翌朝８時　＊年中無休
　　　　　　　　　　（土曜日は午後３時～翌朝８時）
◆電　　話　♯８０００　（全国統一番号）

＊回線は１本です。通話中のときはかけ直してください。
＊ＰＨＳや公衆電話、またはつながりにくい場合は、
　 電話０７５－６６１－５５９６にかけてください。
　

子 育 て

障害者就労支援相談

13:00～町健康管理セ

　　　　ひとりで悩んでいませんか　　　　

　　　　認知症電話相談

　認知症に関する知識や介護の仕方などなんでも

お尋ねください。少しでも、心が軽くなり、元気を出

してもらえるよう、経験者が丁寧にお聴きします。

京都府認知症コールセンター
◆相談日時　平日（月～金曜日）

　　　　　　　　 午前１０時～午後３時

　　　　　　　　 *土・日・祝日、お盆（8/13～8/16）、

　　　　　　　　　 年末年始(12/27～1/5)を除く

◆電　　話　０１２０－２９４－６７７（フリーダイヤル）

◆相 談 員　認知症介護経験者など

６５歳未満の方の認知症については

京都府若年性認知症コールセンター
◆相談日時　平日（月～金曜日）

　　　　　　　　 午前１０時～午後３時

　　　　　　　　 *土・日・祝日、年末年始(12/29～1/3)

　　　　　　　　　 を除く

◆電　　話　０１２０－１３４－８０７（フリーダイヤル）

◆相 談 員　看護師など

心配ごと相談
（人権・行政・法律）

◆日　時　４月４日（月）　午後１時～３時３０分
◆場　所　瑞穂保健福祉センター
◆内　容　無料法律相談
※相談は無料です。弁護士法律相談は予約が必要
　 ですので、社会福祉協議会瑞穂支所へ申し込んで
    ください。

【問】社会福祉協議会 丹波支所 電話８２－０１２６
　　　　　　　　　　　　　　　 瑞穂支所 電話８６－１４４０
　　　　　　　 　　　　　　　　和知支所 電話８４－１８３３

　ひとりで悩まないで

　　　女性のための相談

女性が元気でイキイキと毎日が過ごせるよう、女
性の専門相談員による「女性のための相談」を実施
しています。

夫婦や親子･親戚・地域･職場などの人間関係、
育児や教育、老後のこと、夫や恋人からの暴力･暴
言、その他自分がしんどいと思っていることなど、
ひとりで悩まないでお気軽にご相談ください。相談
は無料で、秘密は守られます。

◆日 時　４月１５日（金）
　　　　　　 午後１時３０分～４時３０分

※相談は事前予約が必要で、詳細は予約時にお
　 伝えします。

【問い合わせ・予約先】
　　　住民課　電話８２－３８０３


